
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駐 在 所  だ  よ  り 
令和８年３月号 
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  柳川警察署 
０９４４－７４－０１１０ 
   
山川駐在所  

駐在さんの一言 

制服の警察官が、大雨等の災害や交通事

故に遭った場合などに、安否の確認や緊急

の連絡を行うために、ご家族のお名前や連

絡先をお聞きします。お聞きした情報が外

に漏れることはありません。 

 ３月４月の重点地区は 

     甲田地区 

です。 

（その他の地区も周ることがあります。） 

他の交番、駐在所だより 

については、柳川警察署

のホームページに掲載

しています。 

 

 

柳川警察署 

ホームぺージ 

   みやま市内で「警視庁の警察官と称する」不審

な電話がありました。 

   電話でお金の話が出たら、一人で判断せず、 

     家族・警察・自治体など 

  信頼できる人に、相談しましょう。 

例年、４月から６月にかけて 

小学生の歩行中の事故が増加傾向です。 

子供を交通事故から守るためには、家庭での

交通安全教育が大切です。 

 しっかり交通ルールを教えましょう。 

 

子供の動きに注意しながら、安全な速度と車間距離を保って、歩行者に優しい 

運転をしましょう。 

自転車に乗る際は、 

必ずヘルメットを着けよう 

道路交通法改正により、すべての自

転車利用者のヘルメット着用が努力義

務となりました。 

（令和５年４月１日～） 

 

 

４月からは新入学生の登下校が始まります。 

初めての登校で急な飛び出し等の可能性が

ありますので、児童の動きを確認した安全運転

をお願いします。 

また、薄暮時や夜間に外出する際は 

 反射材や明るい服の着用 

運転する際は 

 早めのライト点灯、ハイビームの活用 

をお願いします。 

 


